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区は、これまで、二次にわたり「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に基づい

て、かつて喫緊の課題であった放置自転車対策として、鉄道事業者や道路管理者、警察関係

者等の協力を受けながら、駐輪場の整備や啓発活動を進めてきました。その結果、放置自転

車は、平成１１年度に一日あたり 14,688 台あったものが、令和６年度には 714 台まで減少し

ました。 

一方で、近年、子ども乗せ自転車や電動アシスト自転車の普及が拡大しており、電動キック

ボードなどのモビリティにも対応した交通安全対策や駐輪場での収容スペースの確保も求め

られています。また、駐輪場の再整備にあたっては、老朽化対応にとどまらず、朝夕夜の通勤

通学から昼から夕方の商業施設等の利用を目的とする自転車利用のニーズやキャッシュレス

化など利用に係るニーズがますます多様化・高度化しており、これらにも的確な対応をさらに

進めていく必要があります。その際、それらの活用に際して、より効率的に管理運営、再整備

する手法を採用していくことも考えていく必要があります。 

また、少子高齢化の進展に伴う健康志向や地球環境問題など環境への意識も高まり、コロ

ナ禍を経たライフスタイルの変化にも応じた自転車の利活用の促進などにも対応しながら、安

全・安心でウォーカブルな誰もが居心地の良い歩きたくなるまちの実現にも資するような自転

車利活用を促進する環境を整えていかなければなりません。 

このたび、これまでの総合計画による取組実績も踏まえ、誰もが主役で、みんなでつながり、

自転車の利活用の側面から、住み続けたい、住みたい、訪れたい「憧れのまち」実現できるよ

う第三次総合計画の（素案）をとりまとめました。 
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第１章 

 

 

 

計画策定の主旨 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

（1）計画の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の根拠 

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 

（以下、「自転車法」といいます。） 

 

 

（３）計画の区域 

本計画の対象区域は、区内全域とします。 

 

 

（４）計画の期間（目標年次） 

本計画の期間は、令和８年度（2026 年度）から令和 17 年度（2035 年度）までの 10 

年間とし、最終年度を目標年次とします。 

 

 

 

 

 

 

 

自転車は、日常生活に「利便」と「健康」と「楽しさ」をもたらし、環境負荷を軽減

する重要な交通手段であり、交通安全を確保しながら快適に便利に利活用で

きるよう安全利用や走行環境を整備し、駐輪場の再整備や放置自転車対策等

の関連施策に効率的に取り組み、持続可能で誰もが居心地の良い歩きたくな

るまちの実現に資することを目的とする。 

１．計画に関する基本事項 
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（５）計画の位置づけ 

本計画は、自転車法第７条第１項に定める「自転車等の駐車対策に関する総合計画」 

（以下、「総合計画」といいます。）としての性格を有します。 

総合計画は、豊島区基本構想・基本計画、豊島区都市づくりビジョン及び豊島区交通安 

全計画等との整合・連携により、安全・安心なまちづくりや生活の質の向上や環境への貢 

献とあわせ、単に自転車等の駐輪対策にとどまらず、その利用に関する総合的な施策の指 

針を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区基本構想・基本計画 

（区政運営の最高指針と区の取組方針） 

豊島区都市づくりビジョン 

（都市計画に関する基本的な方針） 

豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画 

【関連計画】 

豊島区環境基本計画 

豊島区交通安全計画 

豊島区自転車走行環境計画 

（仮）豊島区地域公共交通計画 

など 

【国の計画・ガイドライン】 

・自転車活用推進計画 

・自転車等駐車場の整備のあり方に関するガイドライン 

・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

・自転車の交通安全教育ガイドライン 

【東京都の計画・ガイドライン】 

・東京都自転車活用推進計画 

・東京都自転車通行空間整備推進計画 

・東京都交通安全計画 

・東京都自転車安全利用推進計画 

連携 

2



（６）役割 

総合計画で定めた施策を効果的に推進し、実効性のあるものとするために、以下のとお

り自転車等の利用者、区民、行政や関係団体がそれぞれの立場で主体となって自転車に関

する課題を考え、行動し、役割を果たすとともに、互いに緊密な連携を図りながら本計画の

実現を目指すものとします。 

 

① 自転車利用者 

自転車利用者は、快適な自転車利用を享受するため、適正ではない自転車利用や放置

が、通行の障害となり、救急活動や美観を損ねるなど街にもたらす様々な弊害をきちんと

認識し、自転車等の利用にあたっては法令を遵守し、適正に利用するものとします。 

 

② 区民・来街者 

区民・来街者は、ウォーカブルなまちを実現するため、適正ではない自転車等の利用や自

転車等の放置について、利用者の問題ではなく地域の課題としての自覚を持ち、自ら主体

的にその解決に向けて、取り組むとともに、他の主体と連携して積極的に課題に取り組む

ものとします。 

 

③ 区 

豊島区は、計画の目的を達成できるよう、自転車等に関連する様々な課題に対応すべく、

国や都、近隣自治体、区民等、他の多様な主体と連携しつつ、自転車等の安全利用の推

進、放置自転車等防止対策の推進、駐輪場の整備の推進等により、自転車等に関連する

課題に対して総合的に取り組むものとします。 

 

④ 道路管理者 

道路管理者は、計画の目的を達成できるよう、駅周辺や商業施設周辺の道路に多くの自

転車等が放置されている実態を踏まえ、主体的に対策を講じるものとします。また、自転

車法や道路法の趣旨に則り、駐輪場の整備に努めるとともに、区から用地の提供について

申し入れがあった場合には、積極的に協力するものとします。あわせて、自転車走行空間

の整備については、関係者と連携して取り組むものとします。 

 

⑤ 鉄道事業者 

鉄道事業者は、計画の目的を達成できるよう、自転車法及び関係省庁の通達等に則り、

自転車関連の課題克服に向けて、取り組みを推進します。また、区や関係機関との適切な

連携のもとで、駅や駅ビル周辺の駐輪場整備や、放置防止の啓発活動等により放置自転

車問題等の解決に努め、区の施策に積極的に協力するものとします。 
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⑥ 警察 

警察は、計画の目的を達成できるよう、交通管理者として、自転車安全教室や交通安全キ

ャンペーン等を通じて、自転車等の正しい利用を促進し、自転車等の事故防止を図るもの

とします。また、「自転車安全利用五則」等、自転車等の正しい通行に関する広報啓発活

動を推進するものとします。また、道路交通法に基づく交通管理者の責務を果たすため、

良好な道路環境の確保に努めるものとします。あわせて、道路法に基づき、道路上の駐輪

場の設置について、区から協力を求められた場合には、積極的に協力するものとします。 

 

⑦ 集客施設の設置者及び管理者 

集客施設の設置者及び管理者は、計画の目的を達成できるよう、「豊島区自転車等の放

置防止に関する条例」に基づき駐輪場の附置義務を遵守するとともに、区と連携し、自転

車等で施設に来場される方へその適正利用の呼びかけを行い、施設周辺の自転車等の

整理、自転車等の放置防止施策に積極的に協力するものとします。あわせて、附置義務

適用外の施設についても必要規模の自転車駐車場の設置に努めるものとします。 

 

⑧ シェアサイクル事業者 

シェアサイクル事業者は、計画の目的を達成できるよう、区民と利用者の安全や適正・適

切な自転車等の利用を推進するため、法令遵守教育や周知啓発活動等を積極的に行うと

ともに、放置自転車の削減、利用者の健康増進、環境対策として温室効果ガスの排出量

削減など、地域課題の解決に向けて、都及び区と施策の連携、協力するものとします。 

 

⑨ 豊島区自転車等駐車対策協議会 

自転車法第８条に基づく、「豊島区自転車等駐車対策協議会」の招集を同協議会の会長

に要請し、本計画における事業内容およびその進捗状況について協議し、意見を述べるも

のとします。 
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第２章 

 

 

 

これまでの取り組みを踏まえた現状と課題 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

（１）第一次総合計画における到達点 

  区は、第一次総合計画において、鉄道事業者や道路管理者等の協力を得ながら、平成２

７年（2015 年）４月現在で 6,794 台（策定当初目標 6,500 台）の駐輪場を整備するとと

もに、放置自転車の撤去・啓発活動を強化しました。その結果、平成 11 年度（１９９９年度）

には１日当たり 14,688 台（東京都統計、毎年１０～１１月の平日・晴天時１１時ごろ）の区内

放置自転車は、平成２７年度（201５年度）には、９２５台まで大幅に減少させ、大きな成果を

収めました。 

 

（２）第二次総合計画における取り組みと課題 

第一次総合計画の取り組みによって、放置自転車対策については、一定の目途が立った

ことから、第二次総合計画では、平成 28 年に制定された自転車活用推進法を踏まえ、自

転車走行環境の整備を行ってきました。引き続き、自転車等の安全利用の推進、放置自転

車防止の推進及び駐輪場整備の推進を行っていきます。 

 

① 自転車利活用の総合的な推進 

自転車等は、誰もが気軽に利用でき、快適に移動できる乗り物で、日ごろの通勤や

買い物など、単なる移動手段に留まらず、健康増進やストレス解消、環境負荷の軽減な

ど日頃の暮らしに様々な面で好影響を及ぼします。 

区は、平成３０年に「豊島区自転車走行環境計画」を策定し、歩行者、自転車、自動車

がともに安全で快適に通行できるよう、自転車走行空間の整備目標を定め、自転車ネ

ットワークの形成を推進してきました。しかしながら、コロナ禍、工事抑制や道路掘削を

伴うインフラ工事の競合などもあり、目標の達成が困難な状況となっています。今後、国

道、都道、他区道及び警視庁と連携した実効性のある「豊島区自転車走行環境計画」

の見直しを行う必要があります。 

シェアサイクルは、区が高密度都市であり、ポートを設置できる空地が限られること

から現状の民間事業の広がりを踏まえ、周辺区との乗り入れのしやすさや、拠点地域の

ポートの整備について、さらに普及促進していく必要があります。 

 

② 自転車の安全利用の推進 

 区の交通事故件数は、近年、大幅に減少していますが、自転車等乗用中の交通事故

は、横ばいで推移しています。また、自転車等の事故は、２０歳台から５０歳台までを中

心に、普遍的に発生する傾向があり、法令順守やマナーの低下が課題となっております。

１．これまでの経緯 
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このため、昨今、道路交通法の改正が度重ねて行われ、国を挙げて交通安全対策の強

化を行っています。２０２３年には、全年齢で自転車用ヘルメット着用の努力義務化され、

２０２４年には、「ながら運転」や「酒気帯び運転」の禁止、さらに２０２６年には、自転車の

「青切符制度」が導入される予定であり、法令遵守と安全意識の向上が一層求められて

います。また、電動アシスト自転車や電動キックボード、シェアサイクル等のモビリティの

普及が進む中で、交通ルールの周知徹底が急務となっています。 

区は、このような、道路交通環境の変化に対応するため、交通安全の教育（法制度の

理解）や周知啓発を進め、歩行者・自転車・モビリティ・自動車が共存できる交通社会の

実現を目指します。 

 

③ 駐輪場整備の推進 

区は、自転車等の大型化・重量化を対応するため、この１０年間で、「思いやりゾーン」 

を4施設71台分整備しましたが、さらに大型化・重量化のニーズがより高まっているこ

とから、これに対応した整備を行う必要があります。また、自動二輪の駐車ニーズも増

えているため、あり方を対応していく必要があります。平成28年度～平成３０年度にか

けて、池袋駅北駐輪場の休止や利用しにくいラックの撤去、巣鴨駅北駐輪場のサイクル

ツリーの故障による一部休止、池袋駅西駐輪場の改装などにより、約２，０００台の収容

台数を削減しました。今後、区内の自転車等の利用実態に合わせて、収容台数の見直

しや適正配置（新規整備や廃止等）を行っていく必要があります。 

 

④ 放置自転車防止の推進 

区は、放置自転車クリーンキャンペーンなどを実施してきましたが、地元企業や町会、

商店会等とともに啓発活動や放置自転車の警告、撤去の強化を行ったことにより、放置

自転車は、令和６年度（２０２４年）には、ピーク時と比べて約９５％減の７１４台まで減少

しました。また、最近の傾向として、夕方から夜間にかけて商業施設周辺の放置が未

だに多い状況です。このため、区は、集客施設等と連携した啓発活動や民間駐輪場

の設置、附置義務駐輪場の活用などの検討を行っていきます。また、一部の駐輪場

では、開場時間の見直しやリアルタイム満空情報を公表するなど、利便性に資する取り

組みを行ってきました。昨今、全国的に、駐輪場でもDX化を推進する傾向がみられ、多

様なキャッシュレス化や定期利用のオンライン化、無人ゲートの設置など、管理運営の

効率化や利便性の向上を行っていく必要があります。 

 

（３）第三次総合計画における事業実施に向けて 

第三次総合計画策定に当たり、引き続き、充実した課題の解決に向けて、取り組みを

進めるとともに、コロナ禍により、ライフスタイルの変化、ウォーカブルで居心地の良いま

ちづくりの推進が求められていることを踏まえ、自転車施策を進める必要があります。 
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第３章 

 

 

 

取組みスタンスと目指す方向性 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    

区民・来街者・民間事業者・行政など多様な主体が、自転車等を通じて、まちづくりの方

向性を共有できるよう、目標と基本方針を明確にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標の実現に向かって基本方針を、自転車に関わる活動である、「いかす」「はしる」「まも

る」「とめる」の４つの視点で設定し、具体的な施策を次章に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、豊島区自転車等駐車対策協議会にて、計画全体の進捗状況を確認し、評価・

見直しを実施します。また、本計画の進捗状況を確認しつつ、取り巻く環境の変化に的確に

対応していくため、国や都等の動向や社会情勢を踏まえ、計画の後期を迎えるに当たり中

間見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

１ 目標 

誰もが居心地の良い歩きたくなるまちの実現に向けて、自転車を活かした、安全快

適で便利な暮らしの実現と、持続可能なまちに資する交通環境づくり。 

自転車等の利活用にあたって、ウォーカブルなまちの実現に向けて、暮らしにいか

す・快適にはしる・ルールをまもる・適切にとめる環境を整備する。 

２ 基本方針 

３ 進行管理 
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第４章 

 

 

 

具体的な施策 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

① 自転車走行環境整備の推進 

施策①-1 自転車走行環境整備の推進 

・生活道路の多い区の実態や実情を踏まえ、自転車走行空間の整備を着実に行うための実

行性ある「豊島区自転車走行環境計画」の見直しを検討します。 

・国道、都道、他区道との連続性を確保するため、各道路管理者と整備時期等について、連

携かつ協議を実施していきます。さらに、定期的に開催する豊島区道路工事調整協議会

（道路管理者、上下水道、電気、ガス等の各インフラ企業が集まり、工事計画を調整する協

議会）で情報共有し、効果的に整備を推進していきます。 

・自転車走行空間の計画対象路線に含まれていない道路についても、自転車等の事故発

生状況等を勘案し、警察と協議しながら、新規整備の必要性を検討していきます。 

・自転車走行空間の正しい利用を促進していくため、利用者への交通ルール遵守やマナー 

向上の啓発・周知を「まもる」施策と連動して実施します。 

 

 

視点１ はしる 

区内の自転車走行空間整備済路線（１９路線、5.4 ㎞整備：令和 6 年度末） 
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①  シェアサイクルの促進 

施策①-1 シェアサイクルの促進 

 

施策①-２ 自転車（自家用自転車・シェアサイクル）等の活用に向けて情報発信 

・区は、自転車利用に役立つ情報を整理し、自転車活用MAPを作成、活用することで、まちの回遊

性を高めます。 

・区は、自転車を様々な場面で活用することで、健康増進やまちの活性化に繋がるよう、交通安全イ

ベント等を通じて、情報発信します。 

・令和６年７月に改定された、国土交通省による「自転車通勤導入に関する手引き」は、企業等など

が過度な負担なく、円滑かつ適切に自転車通勤制度を導入できるように策定した手引きです。区

は、この手引きについて、ホームページ等で周知し、事業者の自転車通勤を促進します。 

  

・（仮）豊島区地域公共交通計画に公共交通の補完として、シェアサイクルを位置付けること

を検討します。 

・区内の拠点となる道路や公園等にポートの設置を検討します。 

・区は、複数の民間事業者による共同利用の仕組みづくりを図っていきます。 

・区内の民間事業者によるシェアサイクルの普及状況を踏まえ、様々な空地を活用して、サ

イクルポート設置の推進を図っていきます。 

視点２ いかす 

 区内のシェアサイクルの展開状況 
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区は、国や都、警察とともに、町会、商店会、学校、民間事業者、交通安全協会など地域と

連携し、交通ルールの遵守とマナーの向上に向け、ライフステージ別の交通安全教育を推進し

ます。全ての年齢層で、交通教育・啓発を充実させ、事故の実態を踏まえた交通安全教育を

推進します。これらの取組みを通じて、すべての区民が安心して自転車等を利用できる環境

をつくります。 

 

① 自転車等利用時の交通ルール遵守やマナーの向上 

施策①-1「はしる」「とめる」に関する交通ルール遵守やマナーの向上を推進 

・国や都、警察、交通安全協会、ＮＰＯ団体、民間事業者と連携し、効果的な交通ルール遵

守やマナーの向上への周知活動を展開していきます。 

・区内主要駅前でのキャンペーン等を通じて、交通安全啓発、放置自転車防止、駐輪場利

用促進につながる街頭周知啓発活動を行っていきます。 

・自動車の円滑な車道通行を図るために、警察と連携し開催する運転手講習会などを通じ

て、自動車の適正な駐車（違法駐車防止）を呼びかけます。 

・駅周辺、自転車事故が多発する地点や、ウイロード等、人通りが多く安全確保がより重要

な場所で、警察や地域との連携を強化し、警察の行う取締りや指導に合わせ、自転車利用

の際の交通ルール遵守やマナー向上などの啓発活動を行います。 

・都が主体的に行う「自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン」等を通じて、警察、交通安全

協会や、鉄道事業者等と連携して啓発活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 3 まもる 

街頭周知啓発活動 

（交通安全啓発・放置自転車防止など） 

東京都・警察署・地域団体・ 

区合同の交通安全啓発活動 
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施策①-２ モビリティ利用者や、モビリティを活用する配達業務従事者への交

通ルール遵守やマナーの向上を推進 

電動キックボードやモペット等の危険運転を指摘する区民の声は後を絶たない状況です。

複雑化している道路交通法令の周知をさらに徹底させ、正しい利用を啓発していく必要があ

ります。 

・電動キックボードなどのモビリティに関する違反事例や事故分析等の情報収集を行い、都

や警察、モビリティやフードデリバリーサービス関係団体と連携し、街頭指導やポスター・

チラシ・X等のSNS発信等による周知・啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モビリティに関する交通安全啓発（ポスター・チラシ・SNS 発信） 

池袋ウイロードでの、区と交通安全協会など交通安全啓発活動 
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施策①-３ 外国人に対する交通ルール遵守やマナーの周知の推進 

区内の外国人居住者は増加傾向にあり、電動キックボードやシェアサイクルなどの利用も

見られます。しかしながら、日本の道路交通法令やルール・マナーの理解が低い傾向がみら

れ、交通事故や危険運転等も発生しています。 

このため、周知啓発ツール類の多言語化や、教育機会の拡充を進め、外国人に対する周知

啓発を図っていきます。 

 

・来庁時や、駅前・交差点での街頭周知啓発活動において、多言語対応した交通安全啓発

冊子や、チラシなど作成配布します。 

・X等の各種SNS発信による周知・啓発を行います。 

・外国人留学生の多い各種学校等と連携し、啓発活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語化した、自転車安全利用啓発と電動キックボードの安全利用ガイド 
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施策①-４ 自転車用ヘルメットや自転車損害賠償保険等の加入のさらなる普及促進 

・自転車用ヘルメットの買い替え需要を想定して、東京都自転車商協同組合豊島支部と連

携して普及啓発を進めます。 

・警察と連携し、研修会やイベント等で、映像やチラシの活用によるヘルメット着用と自転車

損害賠償保険の普及啓発を進めます。 

・各種イベントやＳＮＳ等を通じて周知啓発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車用ヘルメットの購入費用の一部補助 東京都自転車商組合豊島支部による事業協力 

0

200
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1,000

1,200
ヘルメット補助 事業実績（平成 24 年度から令和６年度） 
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② ライフステージに合わせた交通安全教育の実施 

施策②-1 幼児・児童・生徒・学生等に向けた交通安全教育の充実 

現在、小学校児童、中学校生徒に対して、各学校で在学中に交通安全教室を実施していま

すが、幼児や高校生向けの交通安全教育は、必ずしも十分に行われておりません。 

このため、区は、主に、幼稚園、保育園、から高等学校までの学校関係者等との連携を強化

し、成長の各段階に応じた交通安全教育の実施を検討します。 

 

・幼稚園や保育園、小学校、中学校、高等学校など、成長段階にあわせた交通安全教育を、

警察や学校、ならびに区民ひろば等と連携して実施します。 

・教育委員会や警察等と連携を図り、中学生が在学中にスケアード・ストレイト自転車交通

安全教室を体験学習できるように、全区立中学校と調整を図ります。また、対象学校や学

年以外においても、警察官による交通安全授業開催ができるよう、交通パンフレットなどの

提供などの事業協力を行います。 

・大学や各種専修学校等と連携した、啓発活動の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 実施中学校 管轄警察署 

令和元年度 千登世橋中学校、明豊中学校 目白警察著 

令和２年度 西巣鴨中学校 巣鴨警察署 

令和３年度 西池袋中学校、千川中学校 池袋警察署、目白警察著 

令和４年度 池袋中学校、巣鴨北中学校、駒込中学校 池袋警察署、巣鴨警察署 

令和５年度 明豊中学校、千登世橋中学校、西巣鴨中学校 目白警察署、巣鴨警察署 

令和６年度 西池袋中学校、千川中学校 池袋警察署、目白警察署 

 

中学生に対する 

スケアード・ストレイト自転車交通安全教室 
警察官による交通安全授業 

近年のスケアード・ストレイト自転車交通安全教室 実施中学校 
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施策②-2 子育て世代及び高齢世代に対する交通安全教育の充実 

 

・高齢者向け交通安全教育として「豊島区交通安全区民のつどい」を継続的に実施します。 

・警察や交通安全協会等と連携し、高齢者を対象とした啓発活動を実施します。 

・自転車用ヘルメットの着用、自転車損害保険等の加入と、高齢者の自動車運転免許の返

納を呼びかけます。 

・子どもの定期健診時や母子手帳の交付時や、区民ひろば等への来館時等、子育てサーク

ル、高齢者クラブ等での集まりに合わせた交通安全教育の充実を進めます。 

・自転車に関連する事業者や団体と連携し、自転車の乗り方教室などの事業を企画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和６年度の交通安全研修会は、全ての「区民ひろば」において延べ４６回開催され、高齢

者研修会では５９５人、子育て世代研修会では４９７人の方が参加されました。 

 

施策②-３ イベントを活用した交通安全教育の促進 

自転車等の利用が多く、交通事故も一定数発生している２０歳台から５０歳台向けの交通

安全教育が不足しているため、交通安全イベント等を通じて充実させる必要があります。 

・区は、区内で開催される様々な地域イベントの主催者に対して、ポスターやチラシ等の提

供、SNS等の情報発信などの事業協力を要請します。 

・警察、交通安全協会及び自転車関連団体による交通安全イベントについて、区も連携し、

さらなる交通安全教育を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO 交通安全キャンペーン 交通安全パレード（目白署） 

高齢者向け交通安全研修会 豊島区交通安全区民のつどい 
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自転車等駐車場利用実態調査の結果、区内では自転車の大型化・重量化が進み、従来 

 

① 駐輪場の整備 

施策①-1 利便性の向上 

・自転車の大型化・重量化に対応した駐輪スペースを整備します。 

・定期利用のオンライン申し込み（複数月を含む）や決済、多様なキャッシュレス決

済の導入を検討します。 

・利用状況の満空情報をリアルタイムに表示するシステムの導入を検討します。 

・無人ゲートや遠隔監視システム（防犯カメラ）の導入を検討します。 

・定期利用と一時利用の収容台数の見直しを行います。 

  

施策①-2 計画的再整備（新築・建て替え・大規模修繕等）、適正確保 

老朽化が進む駐輪場については、安全性・快適性の確保の観点から、再整備を段階

的に進めます。また、駅ごとの利用実態や需給状況を踏まえ、駐輪場配置の最適化を

図ることで、利用者のニーズに沿った駐輪場の整備を行います。 

また、持続可能な交通インフラとして、利用者の多様なニーズに対応し、効率的な

管理運営等と利便性を両立した駐輪環境を計画的に整えていきます。 

 

・利用者の利用実態を踏まえ、駐輪場の配置の適正化を図ります。 

・利用者ニーズを踏まえ、利便性やサービス水準の向上に向けて、段階的かつ計画的

に整備を実施していきます。 

           

視点４ とめる 
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施策①-３ 管理運営方式の見直し 

駐輪場収支の現状は、駐輪場に係る賃借料を除いても、歳出が歳入を相当上回って

おり、今後、建替えや大規模な設備更新を見据えると、民間資金やノウハウを活用し

た適切な事業者による効率的な管理運営を図る必要があります。社会全体のＤＸ化の

流れを踏まえ、無人管理システムや防犯カメラの導入による効率的な管理運営を推進

するとともに、自動二輪車への対応も図る必要があります。 

 

・公共駐輪場の経営・管理運営の効率化やサービス向上のため、それに適した公益的

団体の活用を図ります。 

 

施策①-4 各駅の整備方針 

１．全駅共通の方針 

① 大型化・重量化した自転車の収容スペースの確保を図ります。  

② 駐輪場の管理運営等の効率化、利便性の向上を図ります。 

③ 老朽化した駐輪場に関しては、適宜、再整備（新築、建て替え、大規模修繕等）

を行います。 

 

２．池袋駅周辺の方針 

① 要望の多い路上駐輪場の増設検討や公開空地等を活用した民間駐輪場の新設に 

向けて協議を進めます。 

 

３．大塚駅周辺の方針 

 ① 大塚駅北口及び南口の放置自転車を防止するため、近隣集客施設と協働して、 

   駐輪場利用の促進に努めます。 

 ② 大塚駅北口第二及び第三駐輪場の利用実態を踏まえ、二段ラック上段の撤去や 

   当日及び定期の利用区分の見直しを行います。 

 

４．巣鴨駅周辺の方針 

①  老朽化した機械式駐輪場（巣鴨北駐輪場）の建て替えを検討します。 

 

５．駒込駅周辺の方針 

① 駒込駅北駐輪場の二段ラックは、利用頻度が低く、大型化・重量化した自転車 

に対応していないため、撤去を含めた利活用の検討を行います。（令和７年度 

に１６３台分撤去）。  

② 北区民や文京区民の駒込駅北駐輪場利用実態を踏まえ、北区及び文京区に対し 

て、駐輪場新設検討を求め、協議を行います。 

 

６．北池袋駅周辺の方針 

 ① 現状、北池袋駅自転車置場は、まちづくり用地の目的外使用として、暫定的な

管理運営を行っておりますが、恒久的な駐輪場新設に向けて検討を行います。 
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 ② 現在、特定整備路線補助８２号線の用地取得が進んでおりますが、補助８２号

線の歩道部に路上駐輪場の新設に向けて、東京都第四建設事務所と協議を行い

ます。 

 

７．下板橋駅周辺の方針 

 ① 現在、特定整備路線補助７３号線の用地取得が進んでおりますが、下板橋駅駐 

輪場は、都市計画道路の予定区域内にあるため、代替整備の検討を行います。 

また、補助７３号線の歩道部に路上駐輪場の新設に向けて、東京都第四建設事 

務所と協議を行います。 

 

８．東長崎駅周辺の方針 

 ① 現状、鉄道事業者（西武鉄道）が区に協力して整備した駐輪場が設置されてお

り、引き続き、持続可能な管理運営を要請します。 

 

９．東池袋駅周辺の方針 

 ① 令和７年度に、特定整備路線補助８１号線の道路工事施行により、収容台数が 

２３台減少したため、需給状況を踏まえて、代替整備の検討を行います。 

 

１０．要町駅周辺の方針 

 ① 要町駅周辺は、都道４４１号線により南北に分断されており、利用実態や需給

状況を踏まえると、北側と南側に分けて駐輪場を設置する必要があります。現

状北側は、時間利用専用の要町駅路上駐輪場Ｂエリアと定期利用専用の要町北

駐輪場の２箇所を設置しておりますが、需要量が多く、十分な供給量を用意で

きておりません。このため、路上駐輪場の増設や新たな駐輪場整備の検討を行

います。 

② 路上駐輪場以外の駐輪場は、民間敷地を借用しており、持続可能な管理運営を 

図るため、公有地を活用した駐輪場整備を検討します。 

 

１１．千川駅周辺の方針 

 ① 千川駅周辺は、都道４４１号線により南北に分断されており、利用実態や需給

状況を踏まえると、北側と南側に分けて駐輪場を設置する必要があります。路

上駐輪場以外の駐輪場は、民間敷地を借用しており、持続可能な管理運営を図

るため、公有地を活用した駐輪場整備を検討します。 

② 現状、板橋区民の利用も多いことから、板橋区に対して、駐輪場新設検討を求 

め、協議を行います。 

 

１２．西巣鴨駅周辺の方針 

① 現状、北区民の利用も多いことから、北区に対して、駐輪場新設検討を求め、 

協議を行います。 

 

１３．新大塚駅周辺の方針 

① 現状、需要量に対して、供給量が不足しているため、新たな駐輪場整備を検討 

します。 
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② 都市計画道路補助８０号線の拡幅整備で、路上駐輪場の新設を検討します。 

③ 現状、文京区民の利用も多いことから、文京区に対して、駐輪場新設検討を求 

め、協議を行います。 

 

１４．高田馬場駅周辺の方針 

①  隣接する新宿区と協働し、将来の駐輪場整備等の協議を行います。 

 

１５．雑司ヶ谷駅周辺方針 

① 現在、東京都が道路工事を施工している都市計画道路環状第５号の１号線によ 

  り、将来的に自転車利用の変化が見込まれます。道路工事の進捗に応じて、需 

  給調査を実施し、駐輪場の再配置や新規整備の検討を行います。 

 

１６．板橋駅周辺の方針 

①  必要に応じて、板橋区、北区と協働し、将来の駐輪場整備等の協議を行います。 

 

② 放置自転車対策の推進 

施策②-１ 啓発活動の強化 

放置自転車対策の実効性を高めるためには、利用者一人ひとりの意識改革が不可欠

です。区は、放置防止に資するための駐輪場整備と駐輪場への誘導を図り、さらに

は、「放置自転車対策キャンペーン」などの啓発活動を継続し、町会・商店街・事業

者・地域住民と連携した「放置しない・させないまちづくり」を進めます。放置の多

いエリアでは、警告チラシの配布や現地指導を強化し、商業施設等と協働した周知・

啓発を行うことで、適正な駐輪マナーの定着を図ります。 

 

・「放置自転車対策キャンペーン」等の啓発活動を継続し、町会・商店街・民間企業・

地域住民と一体となって取り組む「放置自転車のないまちづくり」を推進します。 

・放置が多い場所で警告チラシの配布や、駐輪場の適正利用を指導します。 
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施策②-２ 放置自転車撤去の強化 

放置自転車は、歩行者の通行を妨げ、景観や安全性を損なう要因となっています。

区が令和７年度に実施した自転車等駐車実態調査では、特に商業施設周辺や夕方以降

に放置の集中する傾向が明らかになりました。区は、こうした傾向を踏まえ、放置自

転車の多い夕方から夜間にかけて巡回・撤去の強化、警告札の貼付、短時間放置への

重点的な指導を実施します。また、敷地と公道を跨ぐ放置への対応方策を検討し、効

果的かつ持続的な放置防止対策を推進します。 

 

・放置自転車の多い、夕方から夜間を中心に、啓発活動、巡回及び撤去を強化するこ

とで、放置防止を図ります。 

・敷地と公道を跨ぐ放置自転車については、効果的な対応策を検討します。 

・短時間放置の多い商業施設周辺では、指導員を重点的に配置し、警告札の貼り付け

などの啓発活動を積極的に行います。また、商業施設等に対しては、個別協議を行

い、民間駐輪場設置の促進や施設管理者と連携した啓発活動を行います。 

・放置禁止エリアの拡大の検討を行います。 

・附置義務駐輪場は、実態把握のうえ、定例の報告を求める運用に変更することを検 

討します。 
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